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障害児保育に関する理念・定義と
動向 1第 章

本章では、障害児保育を実践するにあたり理解しておく必要のある理念について学
ぶ。障害児保育を行うにあたり何を大切にしなくてはいけないのか、どのような視点で
保育を進めていけばよいかを知ることで、これ以降の学習を適切に、効率よく進める
ことができる。特に、インクルージョンの理念を理解しておくことが不可欠であるため、
保育や教育の分野で広まっているインクルージョンの理念や、それに基づくインクルー
シブ保育について説明する。また、私たちが目指す社会とはどのようなものであるかと
いうマクロな視点から、保育や教育が果たすべき役割を考えることも大切なことである。
そのため、後の章においても登場するソーシャル・インクルージョンや共生社会といっ
た概念についても取り上げ、その定義などについて説明する。

　理念とは、ある事柄についての根本的な考え方を示すものであり、時代の移

り変わりやそれに伴う社会の状況の変化に応じて改変されることがある。障害

児保育の理念も、障害児の個の育ちに目が向けられ、治療や訓練によって障害

の軽減を図り、その発達を促すことに重きが置かれていた時代から、集団のな

かでの障害児の育ちにも目が向けられ、障害のある子どもと障害のない子ども

がともに過ごすことのできる環境を整備すべきであるとする時代へと、徐々に変

化してきている。そして、障害のある子どもに限らず、通常の保育を受けるにあ

たって何らかの困難がある子どもはすべて特別なニーズを有しているととらえ、

一人ひとりの特性やニーズに応じた保育を行うとともに、多様な子どもが相互に

育ちあえるような保育を行うべきであるという考え方が広まりつつある。多様な

子どもが「育ちあう」という表現からわかるように、どのような子どもも可能な

限り同じ場で保育を受けられる環境を整えることが基本的な方向性となってい

る。このような考え方に基づく保育は、「インクルーシブ保育」と呼ばれている。

　

　インクルーシブ保育について取り上げる前に、私たちが目指す社会とはど

のようなものであるかを確認していく。インクルーシブな保育や教育と、私

たちが目指す社会とのつながりを考えることで、保育や教育の果たすべき役

割についての理解が深まるであろう。

1． 障害児保育に関する理念

2． 私たちが目指す社会
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1  ソーシャル・インクルージョン（Social Inclusion）
　インクルージョン（Inclusion、「包摂」「包容」など）という概念は、保育や

教育の分野に導入される以前から、社会福祉分野などにおいて用いられてき

た。その発端は、1970年代から経済格差の問題や社会的に排除される人たち

の問題が議論されるようになったヨーロッパにおいて、ソーシャル・エクス

クルージョン（社会的排除）の問題を解決するために目指すべき方向性とし

て、ソーシャル・インクルージョン（社会的包摂）という表現が用いられた

ことにあるとされている。

　わが国では、当時の厚生省が2000（平成12）年に「社会的な援護を要する

人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」の結果を取りまとめた報告

書において、ソーシャル・インクルージョンを「全ての人々を孤独や孤立、

排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社会の

構成員として包み支え合う」1）と説明している。

2  共生社会
　わが国では、教育や保育、社会福祉の分野において「共生社会」という理

念が掲げられることが少なくない。内閣府の「共生社会形成促進のための政

策研究会」は表1－1に示したように「共生社会を構成する5つの軸」を、個人

のあり方、個人と個人の関係のあり方、個人と集団との関係のあり方、社会

における関係の集合と整理している2）。また、5つの軸に対応する社会像とし

て「それぞれの軸がもたらす社会像」を示している。その上で、例えば障害者

分野に関する政策を考える際にも、この5つの社会像をもとに現状や課題を

とらえることを提案している。同研究会は、5つの社会像に基づいて、障害

者分野における共生社会のキーワードを表1－1の「障害者分野におけるキー

ワード」のように整理している。なお、同研究会は共生社会の概念を整理す

るにあたって、ソーシャル・インクルージョンやソーシャル・エクスクルー

ジョンの考え方も参考にしている。そのことは、例えば表1－1の③の「障害

者分野におけるキーワード」において、排除がないことを共生社会の不可欠

な要素として含めていることに現れていると言える。

　これ以降に制定、改正された法律や政策では、この研究会における概念の

整理が活用されていることがうかがえる。例えば、2013（平成25）年に改正さ

れた障害者基本法において、共生社会は「全ての国民が、障害の有無によっ

私たちが目指すべき社会のあり方を示す概念1
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て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する

社会」であるとされている。特別支援教育の在り方に関する特別委員会の報告

書においても、共生社会とは「これまで必ずしも十分に社会参加できるような

環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会

である。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な

在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である」3）と説明されている。

3  �SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）
　SDGsとは、2015（平成27）年に国際連合（国連）において採択されたもので

あり、「誰一人取り残すことのない多様性と包摂性のある社会であって、かつ

持続可能な社会」の実現を目指すために立てられた目標のことである。①貧困、

②飢餓、③保健、④教育、⑤ジェンダー、⑥水・衛生、⑦エネルギー、⑧経

出典：小野達也「共生社会の構想と指標体系―内閣府の試みについて. 」pp.5-41 をもとに筆者作成

それぞれの軸がもたらす社会像共生社会を構成する5つの軸

個人のあり方
他者と共生できる自分・自己が
あるか

①
障害者分野におけるキーワード

各人が、しっかりとした自分を持ち
ながら、帰属意識を持ちうる社会

目指すべき共生社会では、障害のあ
る人が、学校や職場、地域などに帰
属しながら、社会の一員としての役
割を自覚し、ともに在る社会に愛着
を感じることができる。

個人と個人の関係のあり方
異質な他者と関係を持つ力を
備えているか

② 各人が、異質で多様な他者を、互いに
理解し、認め合い、受け入れる社会

目指すべき共生社会では、国民一人
ひとりが、障害者の立場に立って障
害についての関心と理解を持ち、障
害のある人が社会の対等な構成員と
して人格や個性を尊重される。

個人と集団との関係のあり方（ⅰ）
社会へのアクセスが不当に
阻害されていないか

③ 年齢、障害の有無、性別などの属性
だけで排除や別扱いされない社会

目指すべき共生社会では、障害のあ
る人がさまざまな面で壁（バリア）や
排除を感じることがなく、だれにとっ
ても安全に安心して生活し、社会に
参加しやすい環境が実現している。

目指すべき共生社会では、障害のある
人もない人もそれぞれの状況に応じ
て社会の諸活動に参加・貢献し、障害
のある人の社会的自立と活動を支え
るような、社会の基盤が整っている。

個人と集団との関係のあり方（ⅱ）
積極的に自分から社会に
アクセスしているか

④ 支え、支えられながら、すべての人
がさまざまな形で参加・貢献する社
会

目指すべき共生社会では、障害のあ
る人に対する気配りと障害の有無に
かかわらない信頼関係のなかで、さま
ざまな機会や場で障害のある人とな
い人がかかわりを持つことができる。

社会における関係の集合
社会のなかに自発的かつ多様な
関係が張りめぐらされているか

⑤ 多様なつながりと、さまざまな接触
機会が豊富に認められる社会

表1-1 共生社会を構成する5つの軸と各軸がもたらす社会像・導き出される障害者分野における
キーワード　
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済成長・雇用、⑨イノベーション、⑩不平等、⑪都市、⑫生産・消費、⑬気

候変動、⑭海洋資源、⑮陸上資源、⑯平和、⑰実施手段という17のテーマの

それぞれについて、2030（令和12）年までに達成すべき目標が立てられている。

わが国では、2016（平成28）年に総理大臣を本部長とし、全閣僚を構成員とす

るSDGs推進本部が設置され、実施指針が策定された。

　障害児保育に関連する目標についてみると、④教育では、すべての乳幼児

が質の高いケアと就学前教育を受けられるようにすること、障害のある子ど

もがあらゆる教育を平等に受けられるようにすること、障害に配慮した教育

施設を整え、安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるよう

にすることが示されている。また、⑩不平等では、年齢、性別、障害、人種、

民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わらず、すべての

人の能力の強化と社会的、経済的、政治的な包含を促進すること、差別的な

法律や政策、慣行をなくし、適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じ

て、機会均等を確保し、成果の不平等を是正することが示されている。

1  ダイバーシティ（diversity）の理解
　ダイバーシティは、用語そのものは「多様性」という意味であり、人を対

象とする場合には、社会や集団のなかに多種多様な人が共存している状態を

指す。ダイバーシティとインクルージョンの関係について、竹下幸男らは複

数の文献から、ダイバーシティはインクルージョンの前提となる「多様性の

ある状態」を指し、その人々の多様なあり方（ダイバーシティ）を尊重し、包

含することがインクルージョンであると説明できるとしている4）。

　また、多様性への理解を促すための教育が必要であるという考えから、そ

のような教育をダイバーシティ教育と呼び、定義づけを試みる文献もある。

例えば、韓昌完らはダイバーシティ教育を「人種、年齢、性別、障害の有無、

身体的条件、宗教、価値観、社会経済的状況などの多様な背景を有する他者

と共に学ぶことによって、その多様性を理解し、敬意を育む教育」5）と定義

し、インクルーシブ教育が行われる場において、多様性に関する子どもの理

解を促すための教育方法であると位置づけている。渡邉健治らは「ダイバー

シティを受け入れ、互いに多様性に配慮し、多様性を尊重し合う態度や行動

を醸成する教育」6）と定義している。

多様性や障害についての理解の促進2
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2  障害理解
　表1－1の②にあげられた「障害者分野におけるキーワード」にあるよう

に、共生社会の実現においては、市民が障害についての関心と理解を持つこ

とが必要であるとされている。そもそも、障害を理解するとはどういうこと

であろうか。徳田克己らは、障害理解を「障害のある人に関わるすべての事

象を内容としている人権思想、特にノーマライゼーション＊1の思想を基軸に

据えた考え方であり、障害に関する科学的認識の集大成である」7）と定義づけ

ている。また、徳田らは、障害者に関する理解は「する、しない」という一

次元的なものではなく、障害者の完全参加と平等という目標にどのくらい近

づいているかが問われるものであるとしている8）。

　市民が同じ社会の一員として、かつ対等な存在として障害のある人と付き

合おうとする態度の形成や行動の発現を目標にして行われる教育は障害理解

教育と呼ばれている。障害理解教育においては、障害がある人の存在に気づ

くところから始まり、障害や障害者の生活などについて正しく知ることの積

み重ねによって、障害に関する適切な認識（科学的認識）を形成することが

目指されている。例えば、目が見えないとはどういうことかを知識のない状

態で想像すれば、「一人ではできないことが多い」「暗闇の世界で常に怖い思

いをしている」といった誤解が生じやすい。このような誤解は、障害者を対

等な存在であると受け止める際の弊害となってしまうことがある。したがっ

て障害理解教育では、さまざまな障害について適切な認識を形成するための

幅広い知識を得ていくことが重視されている。また、そのためには段階的か

つ系統的な教育の実施が必要であるとされている。

3  合理的配慮
　合理的配慮とは、障害のある人が他の人と平等にいろいろなことができる

ように、障害者が生活を営むにあたって何らかの困りごとが生じたり、バリ

アがあったりした場合に、配慮をする側に過度の負担がかからない範囲で、

必要かつ適当な変更や調整をすることを言う。例えば、車いす使用者がある

施設を利用する際に、段差によって建物に入れず困っていたら、その段差に

スロープ（傾斜）を設置するか、それが難しければ施設のスタッフが介助す

るなどによって、他の人と同じように建物にアクセスしたり、そこで用事を

済ませたりできるようにするということである。

　合理的配慮という用語は、2006年に国連で採択された「障害者の権利に関す

る条約（障害者権利条約）」において用いられた“reasonable accommodation”

＊1　 ノ ー マ ラ イ ゼ ー
ション（Normalization）
　第2章参照。
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という言葉を、外務省が訳したものである。わが国では、「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」において、行政機関等

や事業者は障害のある人に対して合理的配慮を提供しなくてはならないと定め

られている。2021（令和3）年には障害者差別解消法が改正され、2024（令和6）

年から事業者による合理的配慮の提供が義務づけられる。内閣府は合理的配

慮の提供等事例集をまとめ、この取り組みの普及と浸透を図っている。

　インクルーシブ（inclusive）は“包括的な”などと訳されるので、インク

ルーシブ保育という言葉は、そのまま訳せばすべての子どもを包みこむ保育

という意味になる。それでは、すべての子どもを包みこむ保育とは、具体的

にはどのような保育のことを言うのであろうか。このことについて、インク

ルーシブ保育という概念が生まれた経緯や保育所等に在籍している障害児の

現状をふまえながら、読み解いていこう。

　わが国の保育や教育にインクルージョンという概念が導入されたきっか

けは、「サラマンカ宣言」や障害者権利条約にあるとされている。サラマン

カ宣言（1994年）は、UNESCO（United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization：国連教育科学文化機関）とスペイン政府によって開催

された「特別なニーズ教育に関する世界会議」で話し合われた内容が取りま

とめられたものである。一方、障害者権利条約（2006年）は、障害者の基本

的人権や自由を保障し、障害者の尊厳を尊重するために、国連において採択

されたものである。

1  サラマンカ宣言
　サラマンカ宣言では、すべての子どもには教育を受ける権利があり、「万人の

ための教育（Education for All：EFA）」を実現するために、通常の教育を受け

るにあたって何らかの困難がある子どもはすべて特別な教育的ニーズ（Special 

Educational Needs）＊2を持つととらえて、その多様なニーズに応えることので

きる教育システムを作らなくてはならないとされた。また、特別な教育的ニー

ズを持つ子どもたちは、通常の学校に通うことができ、そこで子ども中心の教

3． インクルーシブ保育

インクルージョンが保育や教育に導入された経緯1

＊2　特別な教育的ニー
ズ（Special Educational 
Needs）
　1978年にイギリスの
メアリー・ウォーノック

（Warnock, M.）を 議 長
とする委員会報告におい
て用いられた概念で、従
来の医学的視点による障
害カテゴリーにとらわれ
ずに子どもの学習支援を
可能にするために導入さ
れた。学習に困難を抱え
る子どもであれば明確な
障害のない子どもも含ま
れる。
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育（child-centered program）を受けられるようにすべきであるとされた。

　UNESCOは2005年にインクルージョンについてのガイドライン「Guideline 

for Inclusion: Ensuring Access to Education for All」をまとめている。その

なかで、インクルージョンは、一部の人たちが差別や排除を受けることなく

教育を受けるために必要な概念であり、これを基本理念として教育プログラ

ムを作っていくことが、万人のための教育（EFA）の達成において重要であ

ると説明している。

2  障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）
　障害者権利条約においては、第24条に「あらゆる段階において障害者

を包容する教育制度（インクルーシブ教育システム：Inclusive Education 

System）及び生涯学習を確保する」ことが示された。また、障害のある子ど

もへの教育については無償の義務教育から排除されないこと、生活する地域

で質の高い教育が受けられること、合理的配慮（reasonable accommodation）

が提供されること、一般的な教育制度の下で必要な支援を受けられること、

完全な包容という目標に合致する効果的で個別化された支援措置がとられる

ことの実現を目指さなくてはならないとされた。

　なお、この条約では障害者差別についても定義されている。それによると、

差別とは「障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経

済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との

平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使す

ることを害し、又は妨げる目的又は効果を有するもの」を言い、合理的配慮

の否定を含んだあらゆる形態の差別を意味するとしている。つまり、障害を

理由にして区別したり排除したり制限したりすること、障害者の人権や自由

を奪うことに加えて、障害者のために必要な合理的配慮をしようとしないこ

とも差別にあたるとされたのである。

3  インクルーシブ教育と特別支援教育
　わが国では、インクルーシブ教育システムを構築するにあたって、障害の

ある子どもが生活する地域のなかで、その地域にいる子どもとともに学んだ

り、その地域の人たちと交流したりできる環境を整えるとともに、障害のあ

る子どもへの教育を充実させることが必要であると考えられた。これまで

の障害児教育は「特殊教育」と呼ばれ、障害の種類や程度に応じた教育の場

で、子どもの特性や状態に合わせて実施されていた。しかし、障害の重度・
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重複化や通常の学校における発達障害児の存在の認知などにより、障害児教

育のさらなる充実が必要とされた。そこで、2007（平成19）年に学校教育法

が一部改正され、これまでの特殊教育で対象とされてきた視覚障害、聴覚障

害、言語障害、知的障害、肢体不自由、病弱・虚弱、情緒障害だけでなく、

ADHDやLD＊3 などの発達障害も対象に含まれることになった。また、特別

支援学校や小・中学校、医療・福祉機関等が連携協力する支援体制のなかで、

子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じて教育が行われることになった。さ

らに、教育の名称も「特殊教育」から「特別支援教育」に改められた。

　特別支援教育では、障害児一人ひとりのニーズに応じた教育を行うために、

個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成することになっている。個別の

教育支援計画というのは、乳幼児期から学校を卒業した後までの長期的な視

点で、一貫した的確な教育的支援を行うことを目的に作成されるものである。

個別の指導計画は、教育支援計画や学習指導要領などをふまえて、1年間の

指導の目標や内容などを具体的に示したものである。

　インクルーシブ教育は、「あらゆる段階において障害のある子どもを包容

する教育」のことを指しており、障害児を排除することなく教育を行うとい

う観点を示している。これに対して、特別支援教育は「障害のある子どもに

対する教育」を指す。特別支援教育の在り方に関する特別委員会が2012（平

成24）年にまとめた報告書「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シ

ステム構築のための特別支援教育の推進」には、特別支援教育はインクルー

シブ教育システムの構築に不可欠なものであり、表1－2の3つの考え方に基

づいて進められるべきであるとされている。また、障害児に対しては、でき

＊3　ADHDやLD
　第5章参照。

出典：特別支援教育の在り方に関する特別委員会「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育
の推進（報告）」

 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321669.htm（2023年11月17日閲覧）

表1-2 特別支援教育の考え方

障害のある子どもが、その能力
や可能性を最大限に伸ばし、自
立し社会参加することができる
よう、医療、保健、福祉、労働
等との連携を強化し、社会全体
の様々な機能を活用して、十分
な教育が受けられるよう、障害
のある子どもの教育の充実を図
ることが重要である。

1

障害のある子どもが、地域社会
の中で積極的に活動し、その一
員として豊かに生きることがで
きるよう、地域の同世代の子ども
や人々の交流等を通して、地域
での生活基盤を形成することが
求められている。このため、可能
な限り共に学ぶことができるよ
う配慮することが重要である。

2

特別支援教育に関連して、障害者理
解を推進することにより、周囲の人々
が、障害のある人や子どもと共に学
び合い生きる中で、公平性を確保し
つつ社会の構成員としての基礎を
作っていくことが重要である。次代を
担う子どもに対し、学校において、こ
れを率先して進めていくことは、イン
クルーシブな社会の構築につながる。

3
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る限り障害のない子どもと同じ場でともに学べる環境を整えつつ、通常の学

級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多

様な学びの場を用意し、適切かつ効果的な教育を受けられるようにすること

が必要であるとされている。

4  保育所保育指針や幼稚園教育要領の改訂
　上記の流れを受けて、保育所保育指針や幼稚園教育要領も改訂されている。

2017（平成29）年に改訂された保育所保育指針には「障害のある子どもの保育

については、一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把握し、適切な環

境の下で、障害のある子どもが他の子どもとの生活を通して共に成長できる

よう、指導計画の中に位置付けること。また、子どもの状況に応じた保育を

実施する観点から、家庭や関係機関と連携した支援のための計画を個別に作

成するなど適切な対応を図ること」と記されている。なお、同年に告示され

た幼保連携型認定こども園教育・保育要領の記載は、保育所保育指針と幼稚

園教育要領の説明を合わせたものとなっている。

　同年に改訂された幼稚園教育要領には「障害のある幼児などへの指導に当

たっては、集団のなかで生活することを通して全体的な発達を促していくこ

とに配慮し、特別支援学校などの助言又は援助を活用しつつ、個々の幼児の

障害の状態などに応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行

うものとする。また、家庭、地域及び医療や福祉、保健等の業務を行う関係

機関との連携を図り、長期的な視点で幼児への教育的支援を行うために、個

別の教育支援計画を作成し活用することに努めるとともに、個々の幼児の実

態を的確に把握し、個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとす

る」と記されている。「障害のある幼児など」には、発達障害の可能性のある

子どもも含まれている。

　このように現在の指針や要領には、インクルージョンや特別支援教育の概

念が導入されており、保育所や幼稚園、認定こども園で障害児の保育を行う

ことのできる体制を整えようとしていることがわかる。また、幼稚園教育要

領には「障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け，共に

尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むよう努めるものとする」

とあり、障害児の保育だけでなく、障害児の周りにいる子どもの障害理解を

促進する活動についても言及されている。
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